
開催日 会議名 委員名

1 R6.3.19 令和5年度第

３回教育・子

育て部会

佐々木サミュエ

ルズ委員

【子どもの不登校について】

今不登校の子どもが爆発的にという言い方でもいいぐらい増えてると思

います。その子たちをどうするのかというのを、本腰を入れて考えていただ

きたいです。

淀川区では不登校の子どもたちへの支援策として、学校へのスクールカウンセラーの配

置に加え、民間企業やNPO法人等との連携協定の締結による「学校には行けない子

どもたちへの居場所づくり」の情報提供やその活用を図っています。

また、今年度からは区独自のモデル事業（今年度は小・中各１校）として「不登校

児童生徒支援事業（不登校または不登校傾向にある児童生徒に対し登校支援と

登校直後の時間帯の別室登校支援を行う）」を実施しています。今後、モデル事業

の実施内容を踏まえ、関係部局と連携しながら取り組みを進めます。

※会議後に回答を補足しています

保健福祉課・こども教

育担当

2 R6.3.19 令和5年度第

３回教育・子

育て部会

佐々木サミュエ

ルズ委員

【子育て支援について】

淀川区４・５歳児訪問事業、発達障がい児相談事業など、幼少期

の子どもを育てているご家庭への支援は昔以上に必要とされていると思

いますが、支援やアドバイスの仕方ひとつでは、手厚く支援すればするほ

ど子どもたちを分ける方向に流れていくのではないでしょうか。

「普通」のカテゴリーを求めれば求めるほど、そこに入りづらい子どもが支

援という言葉で分けられていき、特別支援学校・特別支援学級在籍

児童が大幅に増加しているのではないでしょうか？一人一人のもつ可

能性をせばめてしまうことにつながらないよう、お願いしたいと思います。

（事後意見）

委員ご指摘の通り、支援が必要と考えられる子育て世帯は増加しており、淀川区では

虐待の未然防止や子どもの特性に合った支援の案内、保護者の子の特性に対する

理解向上などを目的に事業を実施しているところです。

特に令和5年度から実施している淀川区４・５歳児施設訪問事業に取り組んだ背

景としては、家庭の中で保護者と児童、1対1の関りでは困りごとは感じないが就学前

施設等で同年代の子ども達と集団生活を送る中で発達の課題があることが発覚する

ことが多い事や、発達の課題に気付かない、或いは気付いているが受容できないため

保護者から相談機関につながるのが困難なことが多い事等からでした。

子どもの育てにくさは虐待に至る要因の一つになっていることから、育児についての悩み

が深刻化・重篤化する前に、集団生活の中での児童と関わっている就学前施設等と

区役所が連携し、なるべく早期の段階で児童の特性に応じた適切な育成につなぎ、

児童虐待の早期発見及びハイリスク家庭への早期支援を図ることが、重大な児童虐

待ゼロにつながる一つと考え事業を実施しています。（※就学前施設：保育所や幼

稚園等）

いずれにしても、子どもの可能性や選択肢が広がり、安心して子育てが出来る環境づ

くりを進めてまいります。

※会議後に回答を補足しています

保健福祉課・こども教

育担当

区政会議におけるご意見への対応方針
※会議の中で出たご意見やご意見票等により会議外でいただいた主なご意見について、適宜要約して記載しています。会議内での詳細な発言内容については、議事録・議事要旨にてご確認ください。

　会議内で回答した発言の補足や訂正がある場合はその旨の注釈を記載しています。

　なお、局所管事業等、区役所の所管外となるご意見については記載していませんが、いただいたご意見は所管部局へ伝達しています。

No.
意見聴取の場

委員意見 区の回答・対応方針 担当課
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3 R6.3.19 令和5年度第

３回教育・子

育て部会

佐々木サミュエ

ルズ委員

【学校教育への支援について】

「ヨドジュク」について、学校教育への支援というカテゴリーに入るものなの

でしょうか？中学校入学説明会時に「ヨドジュク」についての説明があっ

た際にも、多くの保護者たちは区の予算の使い方に懐疑的でした。利

用できる子どもの数が限られていることと、大阪市塾代助成制度によっ

て、多くの家庭が塾や習い事を選べることなどが原因だと思います。公

教育への直接支援が必要だと感じており、なぜ区内の各学校へ直接

的な支援をしないのかと思います。（事後意見）

「ヨドジュク」は子どもの学習習慣の形成及び学校授業の理解度の上昇を図るため、

地域に身近な市立中学校の校舎を利用して、区内在住中学生を対象に、民間事

業者のノウハウを活用した課外授業として実施しています。

実施事業者は本市からの委託費ではなく受講者の受講料により本事業を実施し、本

市は実施場所等を無償で提供するなどを行うことにより、受講者の塾代負担の軽減

を図っています。

また、その受講料については「大阪市塾代助成事業」で交付されているバウチャー

（塾代助成カード）でも受講可能とすることにより、対象者は０円での受講を実現さ

せています。

こうした地域で身近な場所において基礎学力アップを図ることにより、ひいては学校教

育への支援を行えているものと考えています。

なお、各会場には定員がありますので、定員を超えて申し込みがある場合には実施方

法について事業者と調整してまいります。

その他に、国が定める学習指導要領等に基づく一元的に実施していくもの等、直接的

な支援は大阪市教育委員会が担っており、一方で、区役所独自で漢字検定や英語

検定等の費用負担や運動能力向上を目的とした専門家の派遣事業を行っていま

す。

※会議後に回答を補足しています

保健福祉課・こども教

育担当

4 R6.3.19 令和5年度第

３回教育・子

育て部会

佐々木サミュエ

ルズ委員

【学校選択制による弊害について】

学校選択制について東京都では一度導入したものの、元の学区制に

戻しているところもあります。導入してそのままではなくその効果や弊害に

ついて検証する時期に来ているのではないかと思います。（事後意

見）

淀川区では平成26年度から教育活動の充実や子どもたちの学習環境を向上させる

ことを目的に、学校選択制（隣接区域選択制）を導入しています。

令和4年6月、大阪市教育委員会において学校選択制検証ワーキンググループが設

置され、学校選択制が子どもや保護者の意向に応える就学制度であるかどうか、ま

た、当初期待していたメリットが生じているか、或いは課題が生じていないかなどの分析

が行われました。

大阪市教育委員会では本検証をもとに、学校の負担を軽減し、子どもたちの最善の

利益をはかるため、今後も、学校、区、関係機関と連携を図りながら、学校選択制な

どの就学制度そのものがより良い制度となるよう取り組むとしており、いただいたご意見

は大阪市教育委員会に共有させていただきます。

参考：学校選択制にかかる検証報告書について（大阪市HP）

https://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/0000595393.html

※会議後に回答を補足しています

保健福祉課・こども教

育担当
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5 R6.3.19 令和5年度第

３回教育・子

育て部会

田中委員 【「子ども・子育て」に関する取り組みについて】

会議中に子育てサロン等「子ども・子育て」に関する取り組みについて知

らない人が多いという意見が出ましたが、口コミで広がりやすい高齢者

関係の取り組みに比べ周知方法について工夫が必要ではないかと思い

ました。（事後意見）

淀川区のホームページでは、妊娠期から中学生まで間の子育て世帯に向けて「子育

てと教育」の情報をひとまとめに掲載するなど、情報の発信に努めているところです。ま

た、令和５年11月から運用開始された、大阪市LINE公式アカウントのセグメント配

信により、淀川区の子育てに関する情報を知りたい方（ともだち登録された方）に対

し、プッシュ型の情報発信としてイベント情報などをお届けしている状況です。今後は、

これまでの取り組みに加え、専門用語や複雑な表現が多い行政の情報を、簡潔な文

章やイラストを用いる等、シンプルでわかりやすい内容を心掛け、仕事や育児に何かと

忙しい子育て世帯の方にも読んでいただけるよう、効果的な情報発信に努めてまいり

ます。

一方で、乳幼児健診のお知らせや制度改正（児童手当等）に伴う手続き勧奨等

は郵便で直接お知らせしています。

※会議後に回答を補足しています

保健福祉課・こども教

育担当
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